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森林組合の今後の経営基盤の強化について
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資料：日本不動産研究所「山元素地及び山元立木価格調」

（事例１）

平成26年よりA県森林組合連合会では、県内に立地した大
型製材工場への販売体制を強化するため、県内の森林組
合や素材生産事業者等と原木の安定供給に関する協議会
を設立。

協議会では工場側と定期的に協議を行い、需要者側が必
要とする原木の規格（長さや径等）を把握し原木集積に反映
し工場に対し安定的に供給。

当該工場以外も含めた県森連の販売量は年々増加してお
り、平成29年の販売量は国内最大規模となる106万m3。
⇒この結果、山元立木価格（スギ）は全国トップクラスに。

〇海外への原木輸出

（事例３）
平成23年よりC県、D県の４組合は木材輸出戦略協議会を設
立し、 国内市場での評価が低かった大径材を中心に海外向
けの販路を拡大。
⇒取扱量が着実に増加し山元への利益還元が進展。
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〇協議会による出荷量の推移(千m3)

〇地域別山元立木価格（スギ）の推移(H24-H30）

〇大規模工場への原木供給

（事例２）
平成26年よりB県森林組合連合会では、県内の森林組合や
素材生産事業者が生産した原木を、LVL工場へ直納する取組
を行い販売を強化。

B県森連が、川上からの集荷や川下のニーズ把握を直接担
い、伐採現場から工場への直送を推進することにより流通手
数料の削減を図っている。
⇒この結果、B県森連の販売量は取組前に比べ1.5倍増加。
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森林組合における販売体制強化に係る取組事例



林業成長産業化と森林資源の適切な管理に向けた森林組合の経営基盤の強化

【予算面での支援】

・ 林業成長産業化総合対策（高性能林業機械の導入、林業経営を担う人材育成、ｻﾌﾟﾗｲ
ﾁｪｰﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの推進や外部人材との連携等ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ支援等）や「緑の人づくり」総合
支援対策、間伐・再造林や林道など森林整備、 等

○ 森林組合系統における経営基盤強化の取組の活性化に向けた制度面での対応と併せ、予算面での支援や運用
面での積極的な指導等を行うことにより、経営の健全化や事業収益の拡大を推進し、森林組合系統の発展を図るこ
ととする。

○ 全ての森林組合が健全な経営を実現し、森林経営管理制度の担い
手である「意欲と能力のある林業経営者」としての役割を果たす。（具
体的な組織の姿については、森林組合系統自らが将来の系統の姿
についてのビジョンを持った上で自らの組織運動として全国展開）

○ 複数の森林組合や連合会が連携し、大型製材工場等の大口需要に
も対応できる販売体制が実現 ＜全国で５～１０事例＞

イメージ （複数の県森連が新設分割を行う場合）

森林組合の将来像（10年後の姿)

【制度改正】

・森林組合とその組合員との信頼関係を引き続き保ち
つつ、販売事業を中心に経営基盤の強化を図るため、
合併に加え、森林組合系統における事業ごとの連携
強化が可能となるような枠組みを選択肢とできるよう
用意

・組合運営の活性化を図るため、後継者世代や女性の
参画及び能力等ある理事の配置を促進

【効果】
・森林組合の経営基盤の強化に向けた取組の活性化
・川下への安定供給による販路の開拓や需要先の拡大による山元への利益還元の強化

【今後想定される
事業機会の拡大】

・森林所有者自ら
手入れできない
森林についての
整備進展（森林
経営管理制度
の開始)
・木材需要の拡大
による林産需要
の拡大

・主伐後の再造林
による新植・保
育の増加

２

山元への
利益還元

再造林の
促進

資源循環による
林業の持続的な

発展



森林組合の今後の経営基盤強化に向けた主な検討方向（森林組合制度関係）

○ 後継者世代や女性の参画を促進するため、

組合員資格に係る同一世帯要件を緩和

○ 山元への一層の利益還元に向けて理事会運営の活性化を図るため、

（１） 理事会の構成における年齢や性別への配慮

（２） 販売や法人の経営に関し実践的な能力のある理事（１名以上）を配置すべきとすることにより
能力のある理事の確保・育成を促進

（３） 事業運営に当たっては、森林の公益的機能の維持増進と併せ、山元への利益還元にも配慮
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事業Ｃに係るスケールメリットの発揮によ
る山元への利益還元の拡大

新たな連携手法

○ 地域の林業経営の担い手である森林組合は、
木材の販売等の強化等を図るため、系統自ら
の将来の姿についてビジョンを持った上で、事
業を通じた山元への一層の利益還元を進める
必要。

このため、合併に加え、会社法等を参考にしつ
つ、森林組合系統における事業ごとの連携強
化が可能となるような枠組みを選択肢とできる
よう用意。
＜想定しうる連携手法＞

（１） 事業譲渡 （組合又は連合会の事業の全部又は一部を他の組合又は連合会に譲渡するもの）

（２） 吸収分割 （組合又は連合会の事業を分割して他の組合又は連合会に承継するもの）

（３） 新設分割 （２以上の組合又は連合会がそれぞれの事業を分割して新たに設立する連合会に承継するもの）
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・資料：林野庁「森林組合統計」、経営局「総合農協統計表」
・農協は、個人の正組合員を集計
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川中 川下川上

取組方向

○森林経営管理法による集積・
集約化、林地台帳の整備
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○森林経営の集積・集約化による原木生産の拡大と
低コスト化

具体施策

○山地災害の復旧・予防、間伐、再造林の着実な実
施等による森林の公益的機能の発揮

取組方向

具体施策
○国土強靭化対策の推進

○森林環境譲与税による条件
不利地等での森林整備

取組方向
○木材製品の生産性向上、
生産・流通コストの低減

○製材・合板工場等の施設
整備 （大規模化、高効率
化）

取組方向
○非住宅分野など新たな
木材需要創出

○低層建築物を中心にＪＡ
Ｓ構造材の利用拡大

○中高層建築物を中心に
CLT 耐火部材等の開発
・普及

○公共建築物における木
材利用の促進

○高付加価値な木材製品
の輸出

○効率的なサプライ・チェー
ンの構築など生産流通構
造改革の推進

具体施策 具体施策

公共施設、中高層
ビルの木造化集成・製材工場の大規模化、

高効率化

○重点的な路網整備、再造林、
高性能林業機械の導入

森林の公益的機能の発揮と国民への裨益森林の公益的機能の発揮と国民への裨益

林業の成長産業化と森林資源の適切な管理を進めるための施策

○ 全ての森林組合が健全な経営を実現
し、意欲と能力のある林業経営者とし
ての役割を果たせるよう、経営基盤強
化の取組を活性化（法改正）

○ 緑の雇用事業等による林業労働力の
確保・育成

「意欲と能力のある林業経営者」※の育成
※森林組合（民有林面積の７割注）、
素材生産業者、自伐林家等長期・安定的

な国有林材の
供給

国有林野の管
理による公益
的機能の発揮

注：組合員所有森林面積は1,064万haあり、民有林（都道府県有林を除く。）の７割を占める。 ４


